
年金相談（予約制）年金相談（予約制）年金相談（予約制）年金相談（予約制）
7月27日（木）10：00～15：00

市役所本庁附属棟多目的室

8月22日（火）10：00～15：00
 大川支所１階応接室

【問･申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）861－3866

年金手帳、年金証書、印鑑等をお持ちください。
（代理人がお越しになる場合は委任状が必要となる場合が
あります）
＊予約制ですので、事前に高松東年金事務所までご連絡ください。

予防接種のお知らせ

乳幼児・妊産婦希望者
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志度保健センター
寒川児童ふれあいセンター
大川保健センター
津田保健センター
長尾保健センター

●３～４カ月児健診(津田保健センター）

●１歳６カ月児健診(津田保健センター)

●３歳児健診(津田保健センター)

●乳幼児相談(身長･体重測定、育児相談、栄養相談)・妊産婦相談

●２歳児歯科健診

●こども相談(発達や育児についての個別相談)

●健康相談
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月 8

【問】国保･健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518
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18日 長尾支所２階 希望者
●栄養相談

転入された方へ

長期療養のため定期予防接種を受けられなかった方へ

　さぬき市へ転入された方で９０か月（７歳６か月）未満のお子さまの保護者の方は、今までに受けている予防接種についてご連絡をく
ださい。予防接種の種類によっては通知の時期を過ぎている場合がありますので、必ずご連絡をお願いします。

　長期にわたり療養を必要とする疾病で予防接種を受けられなかった方が、回復後２年（高齢者の肺炎球菌については回復後１年）以
内に接種する場合には、定期接種として認められる場合があります。
　対象となる疾病の種類や対象年齢等については、国保・健康課までお問い合わせください。

【問】国保・健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518

幼児希望者
（ご希望の方は事前にご連絡ください。）

【問】ねんきんダイヤル  ☎（0570）05-1165
受付時間：月曜日    　 午前8時30分～午後7時       

火～金曜日  午前8時30分～午後5時15分
　　　　　第2土曜日   午前9時30分～午後4時      

年金請求書の
手続漏れがありませんか？

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期
間）が、「25年」から「10年」に短縮されることになりまし
た。日本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の
封筒（A４サイズ）をお届けしています。制度の開始は、平成
29年８月１日（最も早い年金のお支払いは平成29年10
月）です。まだ、請求手続をされていない方は、ねんきんダ
イヤルにお電話を。
　予約の上、年金事務所にて手続を行ってください。

　日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民
年金に加入して保険料を納めることになります。
　自営業者・学生・フリーターの方などが20歳になったとき
は、住所地の市町村役場へ国民年金加入の手続きが必要です。
また、厚生年金保険や共済組合の加入者（第2号被保険者）に
扶養されている配偶者の方が20歳になったときは、第2号被
保険者の勤務先を経由して加入の手続きを行うことになります。
　なお、第2号被保険者が20歳になったときは、加入の手続き
は必要ありません。
　国民年金の加入手続きをきちんとして、保険料を納めましょう。

【問･申】国保･健康課　☎（0879）52-2518

●内容・日時　　＊１コース２回

●実施場所　津田保健センター　２階
●対 象 者　市内に居住する妊婦とその家族
●持参するもの　母子手帳
※１回のみの参加も可能です。参加を希望される方は、さぬき市国保・

健康課へ参加希望日の２日前までにお申込みください。（定員になり
次第締め切ります）

お知らせ

８月６日（日）
９:３０～１２:００

・歯科健診
・妊娠中の生活について
・お産・母乳について
・妊婦体操・妊婦体験

歯科医師
助産師
保健師

●１ 回 目 は
動きやすい
服装でお越
しください。
●母 子 手 帳
は毎回ご持
参ください。

①

８月２０日（日）
１０:００～１１:３０

・沐浴体験
・妊婦体験
・さぬき市の母子保健
　サービスについて

保健師②

日時 内容 スタッフ

パパママ教室のご案内

　安心して出産・育児ができるように、妊娠中
の生活や出産・育児などについての教室を開催
します。ぜひ、ご夫婦でご参加ください。

【問･申】国保･健康課  健康係  ☎（0879）52-2518

　私たちが日常的に赤ちゃんにやさしく触れて語
りかけている行為をタッチケアと呼びます。母と
子の結びつきを強め、赤ちゃんの発達を促すもの
です。
　タッチケアをしている間は心が通
じ合う何かホッとする時間。赤ちゃ
んだけでなく、親にとっても心が安
らぐ楽しいひとときを一緒に過ごし
てみませんか？

実施日時　８月２９日（火） １３：３０～１５：００
実施場所　津田保健センター　
対 象 者　乳児（２ヶ月児～）とその保護者
募集人数　１５名（先着順、要予約）
内　　容　タッチケアについての説明、実施、個
               別指導、身体計測、助産師による母
               乳ケア
持参するもの　母子手帳、バスタオル１枚

※参加を希望される方は、さぬき市国保・健康
課へ前日までにお申込みください。

　（定員になり次第締め切ります）

タッチケア教室のご案内

からだ改善教室参加者募集
　週に一度のアクアビクスを中心に、運動習慣のきっか
けづくりを目指した３ヶ月コースの教室です。運動指導員
が、参加者の目標や体力に応じた運動プログラムを作成
し、運動習慣づくりをバックアップします。この機会に、ぜ
ひお申込みください。

【募集対象者】  さぬき市在住の64歳以下の方で、体力づく
                 りやメタボ予防・改善に取り組みたい方
                 （65歳以上の方は要相談）
                 ＊現在、クアタラソさぬき津田をご利用中
                    の方や平成24年度以降からだ改善教室
                    を受講された方はお申込みできません。

【募集人員】 先着20名
                  （期間中できるだけ教室に休まず参加できる方）
                      ※疾患等で身体に不安のある方はかかり

つけ医にご相談の上、お申込ください。
【実施日時】 9月７日～1２月７日（全1４回）
                 一日実施：9時半～15時前後
                 〈10/5 (木)・11/2 (木)〉
                 午後のみ：14時 ～15時前後

                 ＊午後の開始時間が13時からの場合もあ
                     ります。最終日は16時半終了予定です。

【実施内容】  アクアビクスを中心とした有酸素運動、
                 体力測定、生活習慣病・栄養・歯科等の講
                 義

【実施場所】  クアタラソさぬき津田、津田保健センター
【参加費用】 13,500円
  教室開催期間中は毎日、施設（プール・ト
                 レーニングルーム・フィットネス・お風呂）
                 の利用が可能です。（ただし、休館日を除
                 く）

【申込期間】  ７月21日（金）～８月7日（月） 
　　            平日の８：３０～１７：１５

【　       】  国保・健康課(長尾支所2階)　
　　　　　  ☎(0879）52-2518

問・申

〈9/7(木)・9/14(木)・9/21(木)
      9/28(木)・10/12 (木)・10/19(木)
 10/26 (木)・11/9(木)・11/16(木)
 11/24(金)・11/30(木)・12/7(木)〉

し尿汲み取り業務の
休業について

平成29年8月11日（金）から平成29年8月15日（火）

は、お盆休みのため、し尿汲み取り業務をお休みします。

お盆までに汲み取りを希望される方は、平成29年8月

3日（木）15時までにさぬき市役所生活環境課または各支

所へお申し込みください。平成29年8月3日（木）15時以

降の受付分は、平成29年8月16日（水）以降の汲み取りと

なりますので、ご注意ください。

主 旨

日 時

場 所

対象者

父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行う
とともに、同地域の住民と友好親善をはかるこ
とを目的とします。

平成29年8月～平成30年３月

マリアナ諸島、東部ニューギニア（１次）、トラッ
ク・パラオ諸島、北ボルネオ・マレー半島、フィリ
ピン（１次）、ソロモン諸島、ミャンマー（１次）、
台湾・バシー海峡、東部ニューギニア（２次）、
ミャンマー（２次）、フィリピン（２次）、中国
※巡拝先によって、実施時期と滞在期間、申し込

み締め切りが異なります。
　自己負担もあります。

戦没者の遺児

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

生 活 環 境 課
津 田 支 所
大 川 支 所
寒 川 支 所
長 尾 支 所

☎（087）894-1119
☎（0879）42-3101
☎（0879）43-3501
☎（0879）43-2511
☎（0879）52-2511

【問・申】

【問】一般財団法人　日本遺族会事務局　☎（03）3261-5521

20歳になったら国民年金
日本年金機構からのお知らせ
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